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行

政

法

に

お

け

る

事

情

変

更

の
原
則

N
E〉
を
め
ぐ
っ
て

ー
ー
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
七
三
年
一
月
三

O
日
判
決
⑤
〈

2
5開
ωデ

Ji 

十

風

H 
日

次は
じ

め

に

連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
七
三
年
一
月
三

O
日
判
決
宙
〈
司
自
肘

2
・
N
S〉
の
内
容
と
問
題
点

従
来
の
学
説
・
判
例
・
立
法

む
す
び
に
か
え
て

岡
山W 

は

じ

め

に

私
は
か
ね
て
よ
り
事
情
変
更
の
原
則
に
関
心
を
有
し
て
お
り
、
先
年
、
小
著
『
契
約
と
事
情
変
更
』
を
発
表
し
た
が
、

は
主
と
し
て
私
法
に
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
原
則
は
私
法
を
中
心
に
発
達
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
の
で
、

清

こ
の
よ
う
な
限
定
も
許
さ
れ
る

そ
こ
で
の
考
察
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説

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
事
情
変
更
の
原
則
は
、
私
法
上
の
み
な
ら
ず
、
公
法
上
も
問
題
と
な
り
う
る
」
の
で
あ
り
、
公
私
法
の
接
近
・
融

合
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
今
日
で
は

公
法
と
く
に
行
政
法
に
お
け
る
苓
情
変
更
の
適
用
は
現
実
性
を
お
び
て
き
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

論

ら
な
い
。
」
の
点
で
参
考
に
な
る
の
は
、

フ
ラ
ン
ス
法
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
民
事
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
学
説
・
判
例
一
致
し
て
、

事
情
変
更

の
原
則
の
フ
ラ
ン
ス
版
と
い
う
べ
き
「
不
予
見
理
論
公
正

R
r
p
コ
ヨ
℃
広
三
巴
O
ロ
ど
を
認
め
て
い
な
い
が
、
こ
れ
に
対
し
、
行
政
裁
判

所
(
わ
。
ロ
お
巳
仏
、
肘
E
C
の
判
例
は
、
一
九
一
六
年
三
月
三

O
日
の
ボ
ル
ド
ー
・
ガ
ス
会
社
事
件
判
決
以
来
、
行
政
契
約
に
不
予
見
理
論

円

2
)

の
適
用
を
認
め
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
行
政
法
に
お
い
て
は
、
私
法
よ
り
も
、

よ
り
事
情
変
更
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る

可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
行
政
法
に
お
け
る
事
情
変
更
の
原
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

法
的
考
察
が
必
要
で
あ
り
、
と
く
に
ド
イ
ツ
法
の
考
察
は
不
可
欠
で
あ
る
が
、
私
に
と
り
従
来
そ
の
機
会
が
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

イ
ツ
述
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
七
三
年
一
月
一
二

O
日
の
判
決
に
お
い
て
、

F
F
E
z
-白

5
σ
5
己

凸

凹

Z
E
F
E
(事
情
不
変
更
約
款
)
は

連
邦
怒
法
の
不
文
の
構
成
部
分
で
あ
る
よ
と
宣
言
し
、
学
界
に
大
き
な
波
紋
を
投
じ
た
。
本
稿
は
こ
の
判
決
の
紹
介
を
中
心
と
し
、
そ
れ

よ
り
広
い
比
較

を
め
ぐ
る
凶
ド
イ
ツ
学
界
の
状
況
を
伝
え
る
こ
と
に
よ
り
、

合
の
一
資
料
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

わ
が
国
で
行
政
法
に
お
け
る
事
情
変
更
の
原
則
の
適
用
の
問
題
を
考
え
る
場

私
は
、
本
稿
が
捧
げ
ら
れ
る
今
村
成
和
先
生
か
ら
、

過
去
四
分
の
一
世
紀
に
わ
た
り
、
行
政
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
御
教
示
を
受
け
る

こ
と
が
多
か
っ
た
が
、

日
頃
の
不
勉
強
の
た
め
、
本
稿
に
お
い
て
、

そ
れ
を
十
分
に
生
か
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
お
わ
び
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

/、/、
2 1 
、ーノ ¥ノ

五
十
嵐
清
『
契
約
と
事
情
変
更
』
(
一
九
六
九
年
)
一
五
二
頁
。

五
十
嵐
・
前
掲
四
三
頁
以
下
。
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(
3
〉
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
は
、
大
陸
法
の
よ
う
な
公
法
・
私
法
の
区
別
が
な
い
の
で
、
比
較
が
困
難
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
い
う
行
政
契

約
(
地
方
自
治
体
と
建
設
請
負
業
者
間
で
結
ば
れ
た
請
負
契
約
)
に
つ
い
て
プ
ラ
ス
ト
レ
イ
シ
ョ
ン
法
理
の
適
用
が
争
わ
れ
た

C
2
2
n
g廿
R
Z
B

Zι
・
〈
-
明
白
円
。
E
E
C『r
g
虫
色
ユ
2
n
c
cロ
ロ
ニ
〔

-sm〕
〉
・
。
・
町
田
町
が
参
考
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
結
論
と
し
て
フ
ラ
ス
ト
V

イ
シ
ョ
ン
法
理

の
適
用
が
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
貴
族
院
判
例
と
し
て
一
貫
し
た
も
の
が
あ
り
、
他
の
契
約
類
型
と
の
区
別
は
見
ら
れ
な
い
。
五
十
嵐
・
前
掲
一
八
頁

注
ハ
け
)
参
照
。

(
4
)

∞
〈
ゆ
え
の
開

ω
?
M
-
∞
(
M
ω
-
)
・

(
5
)

こ
の
判
決
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
は
、
里
会
田
仲
Fam--
巧
a
r
-
-
ι
q
c
g
n
E
P
ω
m
E
E
F湾
ロ
ロ
仏
門
-
E
E
r
z
r
z
m
号

m
gロ
手
5
5
2
2
g

S
H丹円
mmmlロ
ロ
仏
〈
2
F
2
5
n
r
?
』ロ
ω
-
U吋ω
唱
羽
田
町
民
『
U
B
F
尚
一
u
a
u
ω
回目『・
u

H
》
岱
官
官

2
5
2
P
O〈
巴
-
一
u
u
w
ω
白
日
目
伊
丹
Z
P
Z」
宅
一

U
3・

玉∞
ω
門
な
ど
が
あ
る
ほ
か
、
虫
色

-
F
N
Gヨ
君
主
2
口
問
争

2
2
n
Y
E
n
-
E
g
g
z
r
5
詰
去
三
F
5
5
〈
2
5
1
5問
2
2
7
?
〈
2
2
旨
各

自
吋
(
一
司
自
)
・
一
日
印
は
、
本
判
決
を
機
縁
と
し
、
行
政
法
に
お
け
る
事
情
変
更
の
原
則
の
適
用
の
問
題
を
論
じ
た
本
格
的
諭
文
で
あ
り
、
本
稿
は
こ
の
論

文
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

H 

連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
七
三
年
一
月
三

O
日
判
決
宙
〈

2
5開
ωテ

N
H
⑦
」

の
内
容
と
問
題
点

行政法における事情変更の原則i

一

つ

ぎ

の

よ

う

な

事

案

を

問

題

と

す

る

も

の

で

あ

る

。

〈

2
〉

由
民
)
と
コ

l
ブ
ル
グ
州

(
F
3
Z
E
h
o
E
H
m〉
と
の
間
で
、
コ
ー
プ
ル
グ
州
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
へ
の
編
入
に
つ
い
て
の
条
約

(
ω
Z
3
1

2
2
2
m
)
が
結
ば
れ
た
が
、
そ
の
二
条
二
文
に
お
い
て
、
「
コ

l
ブ
ル
グ
の
近
く
の
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
市

(
Z巾
5
Z含
σ巳

h
oゲ
号
令
以

一
九
二

O
年
二
月
一
四
日
に
バ
イ
エ
ル
ン
州

本
件
は
、

(
間
同
市
仲
間
同
白
血
件
回
同
一
司

l

下
、
単
に
「
ノ
イ
シ
ム
タ
ッ
ト
」
と
呼
ぶ
)
は
、
直
属
性
を
維
持
す
る

S
F
5
2
zロ
ヨ
宮
市
F
R
)」
こ
と
が
協
定
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、

一
九
七
一
年
一
二
月
二
七
日
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
命
令

円

4
)

}
白
色
目
円
。

σ日
開
〉
に
編
入
さ
れ
た
。
こ
れ
が
条
約
に
適
合
す
る
か
に
つ
い
て
、
争
い
が
お
こ
っ
た
。
そ
こ
で
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
市
は
(
コ

ー
プ
ル
グ
市
と
と
も
に
て
上
記
編
入
は
一
九
二

O
年
条
約
に
違
反
す
る
こ
と
の
確
認
を
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
求
め
た
。

(
〈

2
0己ーロロロ
m)

ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
市
は
コ

l
ブ
ル
グ
郡

に
よ
り
、

(
戸
白
ロ
己
l
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説

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

つ
ぎ
の
事
実
を
認
定
し
た
。

一
九
二

O
年
二
月
一
四
日
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
と
コ

l
ブ
ル
グ
州
の
条
約
二
条
二
文

に
は
、
「
コ

l
ブ
ル
グ
、

ロ
ー
ダ
ッ
ハ
三
市
は
、
直
属
性
を
維
持
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

ロ
ー
ダ
ッ
ハ

ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
、

~b. 
u冊

に
つ
い
て
は
、
直
属
性
の
喪
失
が
留
保
さ
れ
て
い
る
。

一
九
七
一
年
一
二
月
二
七
日
の
命
令
に
よ
り
、

ハ
イ
エ
ル
ン
州
の
領
域
改
正

(の巾})芯

Z
B
F円
日
)
が
は
じ
ま
っ
た
が
、

オ
ー
バ
ー
・
フ
ラ
ン
ケ
ン
県
で
は
、

ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
を
コ

l
ブ
ル
グ
郡
に
編
入
し
、

「
都
よ
り
独
立
の
市

(
r
H
丘団同
5
5
皆
同
去
)
」

と
し
て
の
地
位
を
失
わ
せ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
こ
の
改
正
に
よ
り
、
給
付
能
力
の
あ

の
原
理
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
イ
エ

る
行
政
単
位
の
形
成
と
行
政
の
統
一
地
域
性
(
巴

R
E
S
-
m
Z
5

ル
ン
で
は
、
部
の
基
準
人
口
は
八
万
人
、

独
立
市
の
基
準
人
口
は
五
万
人
と
さ
れ
て
い
る
が
、

ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
人
口
は
一
万
三

O
O

O
人
に
す
ぎ
な
い
。
新
し
い
コ
l
ブ
ル
グ
郡
は
、

ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
を
加
え
る
と
、
約
八
万
四

0
0
0人
と
な
る
。
な
お
、
改
革
後
の
独

立
市
の
人
口
は
、
最
小
の
も
の
で
も
三
万
人
に
達
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
を
新
し
い
郡
に
編
入
す
る
こ
と
は
、

そ
の
給

一
九
三
五
年
に
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
は
独
立
の
市
と
し
て
の
資
格
を
失
い
、

一
九
四
六
年
に
再
び
市
と
し
て
の
独
立
性
を
回
復
し
た
。

一
九
四

O
年
に

付
力
の
向
上
に
本
質
的
に
貢
献
す
る
。
な
お
、

は
コ
l
ブ
ル
グ
郡
に
編
入
さ
れ
た
が
、

以
上
の
よ
う
な
事
実
の
も
と
に
、

ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
市
と
バ
イ
エ
ル
ン
州
政
府
の
間
で
金
銭
的
補
償
に
つ
い
て
話
し
あ
い
が
な
さ
れ
た

が
、
挫
折
し
た
。
な
お
、
住
民
に
対
す
る
公
的
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
と
、
有
権
者
の
五
六
%
の
参
加
者
の
う
ち
、
そ
の
八
五
%
が
、

独
立
性
を
維
持
す
る
た
め
の
訴
訟
の
遂
行
に
賛
成
し
た
。

)
 
-(
 

ま
ず
申
立
者
(
コ

l
ブ
ル
グ
市
と
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
市
〉
は
、

申
立
者
は
当
事
者
適
格
を
有
す
る
(
詳
細
省
略
〉
。

つ
ぎ
の
よ
う
な
主
張
を
し
た
Q

当
事
者
の
主
張

付

(2) 

一
九
二

O
年
の
条
約
で
は
、

ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
市
の
独
立
は
無
条
件
に
保
障
さ
れ
て
お
り
、

一
九
七
一
年
の
郡
へ
の
編
入
は
、

の
条
約
に
違
反
す
る
υ

条
約
に
つ
い
て
も
、
ロ

-
2
2
F
R
σ
ロ
田
氏
円
三
回

E
5
5
(以
下
、

n
-
-
H
-
m
・
2
・
ま
た
は
乙

2
2
F
と
略
称
)
は
妥

そ
の

;It法27(3・4-86)444
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当
す
る
が
、
本
件
で
は
、
そ
の
要
件
が
欠
け
て
い
る
。
ま
ず
、
条
約
締
結
当
時
、
領
域
の
改
正
は
予
見
し
与
え
た
。
さ
ら
に
、
乙
-

H

・印・

2
・

は
厳
絡
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
根
本
的
な
事
情
変
更
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、

ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
郡
へ
の
編
入
は
必
然
的

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
う
は
い
え
な
い
。

(2) (1)同

っ
、
ぎ
の
よ
う
に
反
論
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
申
立
者
の
主
張
に
対
し
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
政
府
は
、

ま
ず
、
申
立
者
の
当
事
者
適
格
を
争
う
。

一
九
二

O
年
条
約
は
、
ノ
イ
ジ
ュ
タ
ッ
ト
市
の
独
立
性
を
無
条
件
に
保
障
し
た
も
の
で
は
な
く
、

に
扱
う
こ
と
を
義
務
づ
け
た
に
す
ぎ
な
い
。
一
九
七
二
年
の
改
革
で
は
、

パ
J

エ
ル
ン
の
他
の
市
と
同
様

ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
を
他
の
バ
イ
エ
ル
ン
の
市
と
同
一
に
扱
っ
て

一
九
二

O
年
当
時
の
バ
イ
エ
ル
ン
の
独
立
市
制
の
基
準
人
口
は
五

0
0
0人
で
あ
っ
た
の
で
、

誕
の
必
要
は
な
か
っ
た
(
そ
の
点
で
、
ロ

l
ダ
ッ
ハ
は
例
外
)
。
ま
た
、
一
九
七
二
年
の
基
準
人
口
が
五
万
人
で
あ
る
こ
と
は
、
当
時
予
見

いヲ
h
v
u

ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
保

行政法における事情変更の原則

一
九
七
二
年
の
領
域
改
正
は
、
根
本
的
な
事
情
変
更
と
近
代
的
行
政
の
要
請
か
ら
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
ο

さ
ら
に
、
バ
イ
エ
ル
ン
は
今
日
乙
-

H

・凹・

2
・
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
し
か
に
、
一
九
二

O
年
当
時
、
行
政
改
革
は
話
題
に

な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
改
革
が
行
わ
れ
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
改
革
が
行
わ
れ
る
か
が
、
問
題
な
の
で
あ

一
九
二

O
年
以
来
、
事
情
は
根
本
的
に
変
っ
た
。
今
日
で
は
、
効
果
的
な
行
政
は
、

し
え
な
か
っ
た
。

る
。
こ
の
点
で
は
、

は
る
か
に
大
き
な
単
位
で
行
わ

ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
を
前
世
紀
の
行
政
構
造
に
し
ば
り
つ
け
て
お
く
の
は
、

ハ
イ
エ
ル
ン
に
と
っ
て
正
当
視
さ
れ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
バ
イ
エ
ル
ン
は
条
約
二
条
の
義
務
か
ら
一
方
的
に
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

判
決
理
由

付

本
件
申
立
は
適
法
で
あ
る
(
理
由
略
)
。

tコ
本
件
申
立
に
は
理
由
が
な
い
。

)
 
-(
 

一
九
ニ

O
年
二
月
一
四
日
の
条
約
は
、
今
日
で
も
有
効
で
あ
る
。
戦
時
中
に
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
は
郡
よ
り
の
独
立
性
を
失
っ
た

;:jUt27(3・4-87)445
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が
、
そ
れ
は
条
約
違
反
で
あ
り
、
条
約
二
条
の
効
力
に
は
関
係
が
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、

一
九
四
六
年
六
月
七
日
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
首
相

の
文
書
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
九
七
一
年
一
二
月
二
七
日
の
命
令
の
施
行
ま
で
、

の
市
と
し
て
の
身
分
を
保
有
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
条
約
二
条
は
、
今
日
で
も
、
争
い
の
あ
る
と
き
に
は
基
準
と
な
る
。

郡
よ
り
独
立

ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
は
、

条
約
二
条
二
文
の
「
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
市
は
直
属
性
を
維
持
す
る
」
と
い
う
の
は
、

ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
市
は
郡
に
属
せ
ず
、

上
級
行
政
区
域
で
あ
る
県
(
当
時
の
穴
5
2
、
今
日
で
は
河
内
包

2
5事
Z
江
町
ど
に
直
接
属
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
Q

今
日
の
こ
と
ば
で

は
、
「
郡
よ
り
独
立
問
5
2寸
2
7
2
こ

ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
は
無
制
限
に
郡
よ
り
の
独
立
性

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
二
条
二
文
で
は
、

を
保
証
さ
れ
て
い
る
υ

条
約
の
他
の
規
定
と
の
関
係
で
も
、
何
ら
の
留
保
は
な
い
。

(3) 

「
ま
た
、
こ
の
合
意
は
行
為
基
礎
の
喪
失
(
巧
巾
札
島
母
円
。
2
n
E『
g
m
E
E
F
m巾)
の
原
則
に
よ
っ
て
効
力
を
失
う
こ
と
は
な

ぃ
。
そ
れ
〈
行
為
基
礎
の
喪
失
〉
に
つ
い
て
の
要
件
は
、
契
約
当
事
者
が
一
致
し
て
一
定
の
事
態
の
存
続
を
基
礎
と
し
、
こ
の
事
態
の

(
両
当
亭
者
に
)
共
通
に
認
識
さ
れ
る
将
来
の
変
更
を
、
合
意
の
終
了
原
因
と
み
な
す
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
た
、

る
υ

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
問
題
と
な
り
え
な
い
己

G
呂
町
・
判
例
集
の
ペ
ー
ジ
数
、
以
下
同
じ
〉
一
九
二

O
年
に
バ
イ
エ
ル
ン

で
行
政
改
革
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
と
し
て
も
、
今
回
の
よ
う
な
改
正
は
全
然
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
。
当
時
、
そ
の
よ
う
な
事
態
の
変
更

と
い
う
こ
と
で
あ

は
、
当
苓
者
の
い
ず
れ
も
考
え
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、

契
約
解
消
の
黙
示
的
基
礎
と
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の

で
、
行
為
基
礎
の
喪
失
の
観
点
か
ら
の
法
律
効
果
は
、

』
こ
で
は
考
慮
さ
れ
な
い
。

「
し
か
し
、
契
約
に
よ
り
無
制
限
か
つ
無
留
保
に
与
え
ら
れ
た
保
障
は
、
ロ
-
・
円
・
∞
・

2
・
の
留
保
の
も
と
に
あ
る
。
こ
の
原
則
は
、

ハ
ほ
い

種
々
様
々
の
法
領
域
に
お
い
て
、

と
り
わ
け
、
国
際
法
、
教
会
法
、
国
内
民
法
、

ド
イ
ツ
行
政
法
、

ド
イ
ツ
憲
法
に
お
い
て
、

あ
る
い
は

実
志
法
と
し
て
、
あ
る
い
は
成
文
の
一
般
条
項
と
し
て
、

必
ず
し
も
こ
こ
で
使
用
さ
れ
た
方

は
た
ま
た
不
文
の
法
規
と
し
て
、
そ
し
て
、

式
の
も
と
で
は
な
く
、

ま
た
、
こ
の
原
則
の
内
容
に
は
非
常
に
異
な
る
限
界
が
あ
る
が
、
そ
の
核
心
に
お
い
て
、

F
i
n
s
Eロ
仲
間
巾
コ
出
口
岳

そ
の

北法27(3・4-88)446



(
合
誌
は
遵
守
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
)
の
一
般
法
原
則
の
例
外
と
し
て
、

一
定
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
わ
(
し
か
し
)
こ
の
広
が
り
に
お
い
て

門戸出口出口
-
E

を
論
ず
る
こ
と
は
、
本
件
で
は
必
要
な
い
。
」
む
き
)

(a) 

こ
こ
で
は
、
上
述
の
原
則
が
、
二
つ
の
ラ
ン
ト
の
聞
で
基
礎
づ
け
ら
れ
た
義
務
を
免
れ
さ
せ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

判
断
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

}
 
-hu 
(
 

「n-
・円
-
m
・
2

は
連
邦
憲
法
の
不
文
の
構
成
部
分
で
あ
る
こ
(
包
己
ラ
ン
ト
聞
の
関
係
は
、
現
行
連
邦
窓
法
に
よ
り
規
制
さ
れ

る
o

そ
の
か
ぎ
り
、
国
際
法
適
用
の
余
地
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
従
来
連
邦
と
ラ
ン
ト
の
関
係
に
つ
い
て
、

国
際
法
適
用
の
余
地
は
な
く

も
な
か
っ
た
が
、
「
今
日
で
は
、
連
邦
国
家
に
お
け
る
ラ
ン
ト
相
互
間
の
関
係
は
、
連
邦
憲
法
、
す
な
わ
ち
、
基
本
法
に
明
定
さ
れ
た
規

定
、
ま
た
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
発
展
せ
し
め
ら
れ
た
連
邦
に
好
意
的
な
態
様
の
原
則

(
C
E
E
g
R
r乙
)5舟
丘
町
巾
ロ
ロ
丘
一
円

7
2

〈巾
H17
白
-
Zロ印〉

に
よ
り
、
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
規
制
さ
れ
て
い
る
。
:
:
:
こ
の
憲
法
的
原
則
の
な
か
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
分
肢

の
不
文
の
原
則
、
が
、
体
系
的
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
υ

こ
の
原
則
を
ド

(
ラ
ン
ト
〉
聞
の
条
約
的
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
す
己
・
円
-
印
・

2
・

行政法における事情変更の原則

イ
ツ
憲
法
の
た
め
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
仕
事
で
あ
る
。
」

G
S
)

例

以

下

の

こ

と

を

明

ら

か

に

す

る

。

す

な

わ

ち

、

乙

門

担

・

2
・
の
不
文
の
憲
法
原
則
は
、
司
口
円
円
巳

m
c
E
8
2
2
ε

の
ほ
則
を
制
限
す
る
。
契
約
締
結
時
に
存
し
た
事
情
が
そ
の
閑
に
根
本
的
に
変
更
し
、
こ
の

「
こ
の
解
釈
は
、

と
い
う
条
約
法

3
S
2
2巾門片岡山
m
m
z
n
r
c

変
更
の
た
め
、
契
約
(
全
体
)
ま
た
は
契
約
中
の
個
々
の
合
意
へ
の
拘
束
が
義
務
者
に
正
当
視
さ
れ
え
な
く
な
っ
た
と
き
に
の
み
、

適
用
の
余
地
が
あ
る
。
そ
の
さ
い
、

正
当
視
さ
れ
え
な
い
か
ど
う
か
(
戸

E
Z
B
E
E
C
の
評
価
に
と
り
、
契
約
(
全
体
)
ま
た
は
個
々
の

契
約
の
合
意
か
ら
権
利
を
有
す
る
者
の
利
益
の
考
慮
、
も
ま
た
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

事
情
の
根
本
的
変
更
に
よ
り
主
要
性
を
失
う
場

ま
た
意
義
を
獲
得
す
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
ロ
-
白
戸
岡
田
口
日
間
は
、

合
も
あ
れ
ば
、

正
当
視
さ
れ
え
な
く
な
っ
た
契
約
上
の
義
務
、

さ
ら
に
は
契

約
全
体
に
対
す
る
拘
束
か
ら
、
直
ち
に
解
放
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

ま
ず
変
更
さ
れ
た
事
情
に
契
約
を
適
合
さ
せ
、

さ
ら
に
は
、 そ

の

北法27(3・4-89)447
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場
合
に
よ
っ
て
は
、
契
約
に
よ
っ
て
引
き
受
け
た
義
務
を
緩
和
さ
せ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
が
契
約
に
お
い
て
合
意
さ
れ
た
給
付
と
反
対
給
付
の
均
衡
の
維
持
の
た
め
必
要
で
あ
る
か
ぎ
り
、

契
約
に
よ
り
引
き
受
け
た
給
付
の
内
容
的
修
王
が
不

河
能
と
な
る
と
き
は
、

金
銭
に
よ

::1:、
員同

る
調
撃
が
行
わ
れ
る
こ

G
お
同
・
)

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
条
約
法
の
上
述
の
内
容
に
よ
れ
ば
、
今
回
の
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
市
の
郡
へ
の
編
入
は
、

一
九
二

O
年
条
約

と
矛 (5)
Ji'i 
し
な
し、。

一
九
二

O
年
以
来
根
本
的
に
変
っ
た
。
そ
の
問
、

同
行
政
に
お
け
る
諸
事
情
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
い
て
、
他
の
ラ
ン
ト
と
同
様
、

行
政
の
任
務
は
著
し
く
増
大
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
よ
り
大
き
な
行
政
単
位
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
、

行
政
の
統
一
地
域
性
の
要
請

が
加
わ
る
(
以
下
、
郡
や
市
の
基
準
人
口
に
言
及
し
て
い
る
が
、
前
述
し
た
の
で
省
略
)
。
「
こ
れ
ら
す
べ
て
の
考
慮
を
総
括
す
れ
ば
、

代
的
行
政
へ
の
必
要
条
件
が
、
今
日
一
九
二

O
年
の
諸
事
情
に
対
し
根
本
的
に
変
っ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
」

(
N
誌
)

制
一
九
七
一
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
の
行
政
改
革
は
、
そ
の
改
正
目
的
と
基
本
的
に
矛
盾
す
る
例
外
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
。

一
万
三

0
0
0人
の
人
口
と
平
均
以
下
の
経
済
力
し
か
な
い
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
は
、
将
来
独
立
市
に
課
せ
ら
れ
る
任
務
を
果
す
こ
と
が
で
き
な

ぃ
。
ま
た
、
特
別
の
財
政
援
闘
な
ど
に
よ
っ
て
、
ノ
イ
シ
ュ
タ
ヅ
ト
の
事
情
を
考
慮
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
ο

そ
の
結
果
、

ュ
タ
ッ
ト
市
の
独
立
性
を
維
持
す
れ
ば
、
バ
イ
エ
ル
ン
は
、
そ
の
領
域
の
一
部
に
お
い
て
、
あ
る
べ
き
改
革
を
妨
げ
ら
れ
、

ノ
イ
シ

ノ
イ
シ
ュ
タ

ヅ
ト
市
の
み
な
ら
ず
、

コ
ー
プ
ル
グ
郡
に
と
っ
て
も
、
古
ぼ
け
た
特
権
を
維
持
し
、

一
ラ
ン
ト
内
部
で
の
統
一
的
行
政
組
織
を
放
棄
す
る

こ
と
に
な
る
。

他
方
、

ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
に
対
す
る
保
障
は
、
今
日
な
お
主
と
し
て
理
念
的
な
価
値
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

今
日
の
古
一
F

情
の
も
と

で
は
、
郡
よ
り
の
独
立
性
は
、

む
し
ろ
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
条
約
に
よ
る
保
障
の
志
義
は
変
化
し
た
。
今
日
で
は
、

市
に
と
り
適
当
で
な
く
、
市
民
に
損
害
を
も
た
ら
す
よ
う
な
独
立
市
と
し
て
の
特
権
を
維
持
す
る
よ
り
は
、

他
の
バ
イ
エ
ル
ン
の
自
治
体

北11、27(3・4-90)448
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と
平
等
に
あ
っ
か
わ
れ
る
方
が
、

よ
り
重
要
で
あ
る
。

「
し
た
が
っ
て
、
条
約
二
条
二
文
に
お
け
る
保
障
は
、

そ
れ
が
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
に
関
す
る
か
ぎ
り
、

事
情
の
根
本
的
変
更
に
よ
り
、

今
日
バ
イ
エ
ル
ン
州
に
と
り
正
当
視
さ
れ
え
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
か
か
る
事
情
の
も
と
で
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
は
、

円

--H-
∞
え
・
に
よ

り
、
条
約
二
条
二
文
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
領
域
改
正
を
旧
コ

l
プ
ル
グ
領
域
に
拡
張
し
、

ユ
タ
ッ
ト
市
を
コ

l
ブ
ル
グ
郡
に
編
入
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
」

G
S
)

」
れ
ま
で
郡
よ
り
独
立
で
あ
っ
た
ノ
イ
シ

本
件
の
争
い
は
、
当
事
者
間
で
、
契
約
を
変
更
さ
れ
た
事
情
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
解
決
し
た
で
あ
ろ
う
。

し
(心)
そ
1}) 

i試
弓ぇ

t工

口
頭
弁
論
に
お
い
て
失
敗
に
終
っ
た
。

ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
は
二

0
0
0万
マ
ル
ク

(
二
十
数
億
円
)
を
主
張
し
た
の

に
い
刈
し
、
バ
イ
エ
ル
ン
は
一
五

O
万
マ
ル
ク
(
一
億
五
千
万
円
余
り
)
し
か
提
供
で
き
な
い
と
し
た
わ
「
バ
イ
エ
ル
ン
州
が
い
ま
や
そ
れ
よ

り
解
放
さ
れ
た
契
約
上
の
義
務
の
性
質
に
よ
れ
ば
、

の
適
用
に
お
い
て

契
約
上
の
給
付
と
反
対
給
付
の
均
衡
の
維
持
の

円
-
・
『
・
田
・
出
片

た
め
に
は

i
lそ
れ
に
つ
い
て
、
条
約
二
条
二
文
の
保
証
は
少
な
か
ら
ぬ
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
1

1
金
銭
給
付
に
よ
る
適
当

な
調
整
〈
K
H
E
m
-
2
n
r
〉
だ
け
が
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
調
整
は
損
害
賠
償
(
伊

z
r
5
2
8ロ
)
で
も
な
け
れ
ば
、
損
失
補
償

行政法における事情変更の原則

(
開

E
m
n
r小山岳
mロロ
m)
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
算
定
の
た
め
に
は
:
:
:
自
由
な
評
価

で
足
り
る
」
(
包
叶
)
と

(
∞
円
}
凶
釦
同

N
戸
口
ぬ
)

し
、
共
体
的
に
は
以
下
の
諸
事
情
、
す
な
わ
ち
、
市
の
独
立
性
の
喪
失
に
よ
り
、
理
念
的
な
損
失
の
ほ
か
、
当
座
の
聞
は
経
済
的
損
失

(
た
と
え
ば
、
行
政
ポ
ス
ト
の
廃
止
・
縮
小
、
そ
れ
に
よ
る
役
人
の
過
剰
)
も
あ
る
こ
と
、
市
の
人
口
増
が
制
約
さ
れ
、

企
業
誘
致
へ
の
努
力
が
誠
退
す
る
こ
と
、

そ
れ
に
よ
り
経

済
の
発
展
も
お
く
れ
る
こ
と
、

市
民
が
遠
方
の
郡
役
所
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

な
ど
を
考
慮
し
、
調
整
と
し
て
六

O
O万
マ
ル
ク
の
金
銭
給
付
が
必
要
で
あ
る
。
(
な
お
、
判
決
は
以
上
の
金
銭
の
支
払
時
期
に
つ
い
て
も

論
じ
て
い
る
が
、
省
略
す
る
)

以
上
の
判
決
は
、
金
額
の
点
で
は
五
対
一
に
わ
か
れ
た
が
、
そ
の
他
は
、

主
文
・
理
由
と
も
全
員
一
致
で
あ
る
。

し

か

;It法27(3・4-91)449



説

へ

02

以
上
の
よ
う
な
本
判
決
の
結
果
の
当
否
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
私
の
な
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
こ
こ

四

本
件
判
旨
の
問
題
点

ヨノ与
μ'111J 

で
は
、
「
行
政
法
に
お
け
る
事
情
変
更
の
原
則
」
の
観
点
か
ら
、
若
干
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
c

付
本
件
は
何
に
つ
い
て
事
情
変
更
の
原
則
を
適
用
し
た
の
か
。
一
応
問
題
と
な
る
の
は
国
際
法
、
憲
法
、
行
政
法
で
あ
る
が
、

は
、
本
件
に
つ
き
国
際
法
の
適
用
を
否
定
し
、
国
内
法
、
と
く
に
憲
法
・
行
政
法
の
問
屈
と
し
て
い
る
。
本
件
で
は
、

二
つ
の
ラ
ン
ト
間

で
結
ば
れ
た
契
約
の
効
力
が
争
点
と
な
っ
て
お
り
、
実
質
的
に
は
、

一
種
の
行
政
契
約
に
事
情
変
更
の
原
則
が
適
用
さ
れ
た
判
例
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

仁コ

本
件
判
旨
は
、
克
明
情
変
更
の
原
則
に
闘
す
る
諸
理
論
の
う
ち
、

の
一
向
者
を
と
り
あ
げ
、
前
者
に
つ

行
為
基
礎
論
と
乙
・
円
加
え

い
て
は
、
そ
の
適
用
を
否
定
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
肯
定
し
た
。

最
近
の
ド
イ
ツ
私
法
学
説
で
は
、

ハ
9
〉

た
理
論
で
あ
り
、
行
為
基
礎
論
が
そ
れ
に
代
る
も
の
と
し
て
登
場
し
た
と
解
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
、

円
一
円
・
印
回
同
・
は
す
で
に
克
服
さ
れ

本
件
で
は
、

円}
-
H

・閉・

2
・
が
と
り

あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
ο

し
か
も
、
本
件
判
旨
の
行
為
基
礎
論
は

れ
に
対
し
、

口-・】?印・町内・

ラ
l
レ
ン
ツ
の
い
う
主
観
的
行
為
基
礎
論
の
こ
と
で
あ
り
、

の
内
容
は
、
客
観
的
行
為
基
礎
論
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
ο

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
、
ず
、
本
件
判
旨
が
、

円
】
・
円
・
白
・
印
?
を
適
用
し
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

伺

本
件
に
お
け
る
門
戸
・
同
・
凹
・

2
・
の
要
件
は
、
従
来
の
乙

2
2
F
理
論
ま
た
は
客
観
的
行
為
基
礎
論
の
要
件
に
く
ら
べ
、
妥
当
か
。

私
法
契
約
の
場
合
に
く
ら
べ
、
要
件
が
や
や
ゆ
る
や
か
で
は
な
い
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

本
件
判
旨
は
、
門
戸
-

H

・印・

2
・
の
効
果
と
し
て
、
第
一
次
的
に
、
変
更
し
た
事
情
へ
の
適
合
(
〉
ロ
宮
田
印
ロ
ロ
巴
を
問
題
と
し
、
本

回
件
で
は
そ
れ
が
不
可
能
の
た
め
、
代
わ
り
に
金
銭
に
よ
る
調
整
を
命
じ
た
。
こ
こ
に
、

n-
・円・印・

2
・
が
行
政
契
約
に
適
用
さ
れ
る
場
合

の
特
色
、
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

以
上
の
よ
う
な
本
件
判
旨
の
問
題
点
の
解
明
の
た
め
に
は
、

ま
、
す
行
政
法
に
お
け
る
事
情
変
更
の
原
則
が
、
従
来
ド
イ
ツ
の
学
説
・
判

判
旨

北法27(3・4-92)450
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例
・
立
法
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
と
り
あ
っ
か
わ
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
章
を
改
め
て
、

こ
の
問
題
に

っ
き
一
併
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
同
り

5
2
g
m凶
丹

)

と
称
し
て
い
る
、
が
、
本
稿
で
は
「
州
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
他
の
ラ

γ
ト
も
同

行政法における事情変更の原則

(
1
)

本
件
当
時
も
今
日
も
、
バ
イ
エ
ル
ン
は
共
和
問

計ポ。

へ
2
)

コ
i
ブ
ル
グ
は

O
Zぇ
s
=
r
g
地
方
に
あ
る
小
国
で
、

で
、
一
九
二

O
年
に
バ
イ
エ
ル
ン
州
に
一
編
入
さ
れ
た
。

へ3
)
ω
押印巳

2
2門
岡
山
崎
を
ど
う
訳
す
か
は
一
つ
の
問
題
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
当
時
の
ラ
ン
ト
の
独
立
性
を
考
慮
し
て
、
「
条
約
」
で
統
一
す
る
こ
と
に
す

マ心

汽

4
)
則
吋
在
の
西
ド
イ
ツ
の
ラ

γ
ト
の
行
政

K
両
は
、

m
a
z
Eコ
問

ω
F
E
長
(
県

)
i
F
E
ι
r
zロ
(
郡
)
と
な
っ
て
お
り
、
市
の
な
か
に
は
、
郡
と
独
立
の

も
の
と
、
郡
に
従
属
す
る
も
の
と
が
あ
る
(
一
応
、
日
本
の
市
と
町
村
の
区
別
に
対
応
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
木
件
は
日
本
流
に
ト
え
ば
、
市
が
町
に

格
下
げ
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
)
。

(
5
)

こ
の
原
理
は
、
地
方
行
政
の
課
題
が
特
別
行
政
機
関

ιよ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
そ
の
行
政
区
域
が
一
致
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
と
す
る
も
の
。
具
体
的
に
は
、
第
一
審
裁
判
所
の
符
路
氏
域
、
財
務
局
・
保
健
局
・
測
量
局
の
地
域
的
管
轄
区
域
を
郡
お
よ
び
独
立
市
の
領
域
に
一

致
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
∞
〈
m
止
の

H
W
2・
Nωω

『・

(
6
)

条
約
当
事
者
で
あ
る
コ

1
ブ
ル
グ
州
が
す
で
に
消
滅
し
て
い
る
の
で
、
コ
ー
プ
ル
グ
・
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
卜
両
市
が
当
事
者
適
格
を
有
す
る
か
が
争
わ

れ
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
手
続
的
問
題
は
省
略
す
る
。

(
7
)

円
F
E
z
-包
『

め

ず

E
R
m窓
口
丹
手
口
湖
(
事
情
不
変
更
約
款
)
は
、
通
常
、
「
事
情
変
更
の
原
則
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
「
事
情
変
更
の
原

則
」
を
よ
り
広
義
に
用
い
、
円
一
回
円

ω
・
2
・
は
そ
の
ま
ま
使
う
こ
と
に
す
る
。

(
8
)
本
件
判
旨
の
論
ず
る
行
政
の
近
代
化
の
要
請
は
理
解
で
き
る
し
、
ま
た
そ
れ
は
住
民
の
福
祉
の
増
進
に
、
よ
り
資
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

法
学
外
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
ト
イ
ツ
地
方
都
市
の
美
し
い
伝
統
が
ま
た
一
つ
消
え
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
感
慨
を
禁
じ
え
な
い
。

(
9
)

五
十
嵐
・
前
掲
七
二
頁
以
下
参
照
。

(
叩
〉
ラ
l
レ
ン
ツ
の
行
為
基
礎
論
に
つ
い
て
は
、
五
十
嵐
・
前
掲
一

O
一
頁
以
下
参
照
。

~W;27(3 ・ 4-93)451

コ
1
0フ
ル
グ
市
を
中
心
と
し
中
世
以
来
の
歴
史
を
有
す
る
が
、
水
女
記
載
の
よ
う
な
経
過

し
か
し
、



説

I
 
l
 
l
 
従
来
の
学
説
・
判
例
・
立
法

守ノ、
耐 l

1司2

it見7
ド
イ
ツ
の
行
政
法
学
者
の
う
ち
、
行
政
契
約
に
お
け
る
事
情
変
更
の
原
則
の
問
題
を
、
も
っ
と
も
早
く
論
じ
た
一
人
は
、

《

2
)

ト
(
〉
℃
巾
]
乙
で
あ
る
。
彼
は
一
九
二

O
年
に
発
表
さ
れ
た
『
行
政
契
約

(
0
2
4巾
吋
君
主

Zロ
ぬ
田
町
四

n
Z
F
Z
〈巾
2
5
m
)い
と
起
す
る
教
授

〈

3
)

つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

け

ア
ベ
ル

資
格
取
得
論
文
の
末
尾
に
お
い
て
、

行
政
契
約
の
効
力
は
、
意
思
表
示
の
取
庇
の
ほ
か
、
公
益
優
先
の
原
理
に
よ
る
制
約
を
受
け
る
。
具
体
的
に
は
、

デ
ン
や
ザ
ク
セ
ン
の
行
政
判
例
ま
た
は
学
説
に
お
い
て
、
行
政
契
約
(
と
く
に
水
法
に
関
し
)
は
、

バ
イ
エ
ル
ン
や
パ
ー

そ
の
後
の
法
令
の
改
廃
や
経
済
事
情

の
変
児
に
よ
り
効
力
を
失
う
と
さ
れ
た
例
が
多
い
。
か
く
し
て
、
「
法
律
取
引
の
需
要
は
、
そ
の
取
引
が
行
政
法
に
よ
る
規
制
を
維
持
す
る

か
ぎ
り
、

以
下
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
法
律
関
係
の
基
礎
を
な
す
現
実
の
事
態
の
発
展
に
よ
り
、

出
発
点
お
よ
び
当
初
の
契
約
理
念
か

ら
、
は
る
か
に
離
れ
、
そ
の
結
果
、
当
事
者
の
一
方
ま
た
は
他
方
に
と
り
、

(
4
}
 

っ
た
と
き
は
、
そ
の
契
約
の
拘
束
力
が
破
ら
れ
る
こ
と
、
を
求
め
る
。
」

契
約
成
立
後
の
事
情
変
更
に
さ
い
し
て
は
、
通
常
、
当
事
者
間
で
協
議
し
、
そ
れ
に
よ
り
契
約
を
変
更
ま
た
は
解
消
す
べ
き
で
あ
る

が
、
そ
れ
の
で
き
な
い
と
き
は
、
実
務
は
自
衛
策
を
講
じ
、
本
能
的
に
一
つ
の
手
段
を
と
る
。
「
そ
れ
は
、
行
政
契
約
お
よ
び
そ
の
効
力
に

の
原
則
的
承
認
に
お
い
て
存
す
る
よ

法
的
拘
束
か
ら
の
解
放
が
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な

対
す
る
乙
・
円
・
凹
・
ぇ
・

後
発
的
不
能
の
場
合
は
、
行
政
契
約
で
も
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
ほ
か
、
「
上
述
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
公
共
福
祉
の
利
益
は
以

下
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
自
由
な
意
思
の
合
致
に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ
た
義
務
は
、
そ
の
内
容
の
実
質
的
前
提
が
変
り
、

そ
れ
に
と
っ

て
、
別
の
法
的
秩
序
が
必
然
的
ま
た
は
合
目
的
的
と
な
っ
た
場
合
に
は
、

そ
の
形
式
的
拘
束
力
を
維
持
し
な
い
こ
と
、

を
要
求
す
る
。

北法2713・4-94)452



:
以
上
の
考
察
に
よ
り
、

つ
ぎ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
実
定
法
の
発
展
は
、

行
政
契
約
の
形
式
的
法
的
拘
束
力
を
絶
対
的
な
も
の
と
認

め
ず
、
古
宇
情
の
変
更
が
到
来
し
、
当
事
者
の
一
方
ま
た
は
他
方
に
と
り
、
公
共
福
祉
を
考
慮
し
て
、

そ
の
内
的
目
的
が
な
く
な
っ
た
よ
う

な
意
思
の
合
致
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
場
合
に
は
、
一
方
的
解
除
の
道
を
開
く
と
い
う
こ
と
、
は
十
分
明
ら
か
で
あ

μ
。」

訴
訟
に
お
い
て
、
一
方
が
事
情
変
更
に
よ
る
解
除
を
主
張
し
た
場
合
、
裁
判
所
は
、
そ
の
当
事
者
が
履
行
す
べ
き
条
件
や
、

対
寸
る
補
償
を
確
定
す
べ
き
で
あ
る
o

さ
ら
に
、
相
手
方
も
公
益
と
無
関
係
で
な
い
重
要
な
利
益
を
有
し
、

相
手
方
に

か
つ
損
害
を
受
け
た
と
き

』土台

一
方
当
事
者
は
相
手
方
に
対
し
金
銭
に
よ
る
調
整
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
ベ
ル
ト
は
、

以
上
の
よ
う
に
論
じ
た
の
ち
、
さ
い
ご
に
、
「
普
通
法
に
お
い
て
は
広
汎
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
が
、
後
に
は
信
用
を
失

っ
た
門
戸
・
】
ア
凹
・
回
同
・

の
承
認
は
、
最
近
の
学
説
が
示
す
よ
う
に
、
私
法
に
お
い
て
も
著
し
い
進
展
を
見
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
際
そ
れ

と
と
も
に
、

ふ
た
た
び
一
つ
の
健
全
な
法
観
念
公
-

の
こ
と
)
が
、

上
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、

公
法
に
お
い
て
欠
く
こ
と
が
で
き
な

A
7
v
 

い
と
と
も
に
、
私
法
に
お
い
て
も
、
長
期
間
抑
圧
さ
れ
な
い
よ
う
な
然
る
べ
き
通
用
を
も
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。
」
と
結
ん
で
い
る
o

以
上
の
よ
う
な
、
行
政
契
約
に
己
・
H
-

∞・

2
・
の
適
用
を
認
め
よ
う
と
す
る
ア
ベ
ル
ト
の
見
解
は
、
公
益
優
先
の
点
を
除
け
ば
、
当
時

{
8
v
 

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
ド
イ
ツ
私
法
学

行政法におげる事情変更の原則j

(
第
一
次
大
戦
中
)
の
私
法
理
論
の
影
響
の
下
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、

(

。

巾

3
B何回ロロ)

(
9
v
 

展
す
る
こ
と
と
な
り
乙
・
円
・
∞
-
三
-
は
、
私
法
理
論
と
し
て
は
退
ぞ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
同
様
な
発
展
は
行
政
法
上
は
見
ら
れ
な
か
っ

一
九
二
一
年
に
エ
ル
ト
マ
ン

に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
行
為
基
礎
論
に
沿
っ
て
発

に
お
い
て
は

事
情
変
更
の
原
則
は

当
時
の
代
表
的
教
科
書
に
お
い
て
も
「
己
・
円
・
∞

-
F
は
、
行
政
法
に
お
い
て
も
意
味
を
も
っ
。
」
と
か
ん
た
ん
に
触
れ

ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
o

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
契
約
に
乙
-
H
-

∞・

2
・
の
適
用
を
認
め
る
ア
ベ
ル
ト
の
見
解
は
、
そ
の
要
件

ま
た
効
果
に
お
い
て
も
、
今
回
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
理
由
の
基
本
的
構
造
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

た
よ
う
で
あ
り
、

に
お
い
て
も
、

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、

(HBσ
。
舟
ロ
)

の
見
解
で
あ
る
。
彼
は
、

第
二
次
大
戦
後
の
学
説
の
う
ち
、

ス
イ
ス
の
イ
ム
ボ
l
デ
ン

口

北法27(3・4-95)453



説

(日〉

以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
す
な

一
九
五
八
年
に
発
表
し
た
『
行
政
契
約
」
に
お
い
て
、

門戸・円・∞・

2
ン

の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
、

わ
ち

同
」
の
問
題
に
お
い
て
は
、
型
に
は
ま
っ
た
公
式
は
退
ぞ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

原
則
と
し
て
、

ロ
-
・
は
当
事
者
意
思
の
修
正
に

て/斗
長岡

奉
仕
す
べ
主
で
あ
り
、
客
観
的
な
正
し
い
解
決
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
事
情
変
更
に
よ
る
権
利
の
放
棄
や
義
務
の
免
責

契
約
上
の
権
利
の

が
ど
れ
だ
け
認
め
ら
れ
る
か
は
、

だ
れ
が
当
事
者
で
あ
る
か
に
よ
る
。
公
法
人
や
施
設
に
と
っ
て
は
、
私
人
よ
り
も
、

放
来
が
よ
り
正
当
祝
さ
れ
る
。
公
共
団
体
と
私
人
の
間
の
契
約
に
お
い
て
は
、
私
人
よ
り
は
公
共
団
体
の
負
担
に
お
い
て
、

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
原
則
と
し
て
、
正
当
視
さ
れ
う
る
か
否
か
の
限
界
は
、

適
合
が
実
現

「
公
法
契
約
に
お
い
て
は
、
大
抵
一
方
に
公
共
団
体
が
関
与
し
て
い
る
の
で
、

具
体
的
契
約
を
顧
慮
し
て
の
み
決
定
さ
れ
る
。

の
よ
り
容
易
な
援
用
と
い
う
テ
l
ゼ
は
、

円]・円・印・

2
一・

一
般
的
に
は
適
切
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

二
人
の
私
法
的
法
主
体
間
の
行
政
契
約
の
場
合
に
は
、
苓
態
は
ま
た
異
な
る
で
あ
ろ
う
の
」

以
上
の
よ
う
な
イ
ム
ボ
l
デ
ン
の
見
解
は
、
行
政
契
約
に
対
す
る
乙
・
吋
・
聞
広
・

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
他
の
学
説
に
く
ら
べ
似
草
で

あ
る
と
ぷ
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ω 
こ
れ
に
対
し
、
行
政
法
に
お
け
る
事
情
変
更
の
原
則
の
適
用
を
積
極
的
に
抑
し
す
す
め
よ
う
と
し
た
の
は
、

ジ
モ
ン
ス

(ω
に口。ロ∞一)

で
あ
る
。
彼
は
、

一
九
六
七
年
に
発
表
さ
れ
た
博
士
論
文
『
行
政
法
的
債
務
関
係
の
給
付
障
碍
』
の
第
四
四
章
で
、
「
行
政
基
礎
の
爽
失

お
お
よ
そ
っ
さ
の
よ
う
に
論
じ
た
。

(
巧
諸
問
山
口
仏

2
〈
巾
円
君
主
同
ロ
ロ
何
回

mzzgm巾
)
」
と
姐
し
て
、

公
法
に
お
け
る
行
為
基
礎
諭
(
ま
た
は
門
戸
・
円
・
出
・

2
・)

学
説
は
す
で
に
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
る

の
適
用
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

が
、
通
説
・
判
例
は
行
政
法
に
お
け
る
そ
の
適
別
可
能
性
を
認
め
て
い
る
。
反
対
説
は
旧
い
説
で
あ
り
、

当
時
は
私
法
に
お
け
る
行
為
基

礎
諭
が
ま
だ
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
行
政
法
に
お
け
る
行
為
基
礎
論
の
適
用
に
さ
い
し
て
は
、

つ
ぎ
の
よ
う

な
間
制
点
が
あ
る
。
川
向

私
法
に
お
け
る
行
為
基
礎
論
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
信
義
則
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
行
政
法
上
も
妥
当
す
る

か
。
こ
の
点
、
今
日
で
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。

ω
行
政
法
の
特
色
は
、
行
為
基
礎
論
の
適
用
に
さ
い
し
、

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
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る
か
。
行
政
法
の
特
色
と
し
て
公
益
の
遂
行
が
あ
げ
ら
れ
る
。
事
情
変
更
に
よ
り
、
当
初
の
義
務
の
履
行
が
公
益
に
反
す
る
場
合
に
、

後
述
)

o

例

為
基
礎
の
喪
失
が
認
め
ら
れ
や
す
い
(
た
と
え
ば
、

回
〈
2
・
認
の
何

ωω
匂
・

行
為
基
礎
論
と
い
う
術
語
は
、
行
政
法
に

お
い
て
も
適
当
か
。
行
為
基
礎
論
は
、
本
来
個
人
的
利
益
の
追
及
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
、
行
政
法
上
は
「
行
政
基
礎
」
と
い
う
概
念

が
ふ
さ
わ
し
い
。

ω
行
為
基
礎
論
は
行
政
債
務
法
に
適
用
が
限
ら
れ
る
か
。
そ
れ
に
限
る
べ
き
で
は
な
く
、
一
旦
な
さ
れ
た
行
政
手
続

の
再
考
の
場
合
や
、
継
続
的
効
果
を
も
っ
行
政
行
為
に
つ
い
て
も
、
適
用
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
行
為
基
礎
論
は
、
行
政

債
務
法
に
関
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
行
政
法
全
体
の
一
般
原
理
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
」
さ
ら
に
、
行
政
法
に
お
け
る
行
為
基
礎
論
の
適

H
吋
・

用
に
さ
い
し
て
は
、
私
法
の
場
合
と
ち
が
い
、
主
観
的
な
考
慮
で
は
な
く
、
客
観
的
基
準
が
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

為
基
礎
に
関
す
る
規
定
は
、
行
政
法
上
も
多
い
。
例

行
為
基
礎
喪
失
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
私
法
と
同
様
で
あ
る
。
ま
ず
、
変
更
さ
れ

た
事
態
へ
の
適
合
が
問
題
と
な
り
、
そ
れ
の
で
き
な
い
と
き
に
は
、
契
約
の
廃
棄
が
考
え
ら
れ
る
。
補
償
義
務
に
つ
い
て
は
、

消
極
的
で

あ
る
。

行政法における事情変更の原則

以
上
が
ジ
モ
ン
ス
の
見
解
の
骨
子
で
あ
る
。
本
書
は
博
士
論
文
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
大
主
な
影
響
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ

だ
け
ま
た
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
最
近
の
西
ド
イ
ツ
行
政
法
学
の
一
般
的
風
潮
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

さ
い
ご
に
、
現
在
の
代
表
的
教
科
書
で
あ
る
、
プ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
の
『
行
政
法
教
科
書
』
の
所
説
を
紹
介
す
る
。
彼
は
、

約
の
箇
所
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
双
方
的
拘
束
は
契
約
を
硬
直
化
し
、
そ
の
た
め
、
事
実
的
ま
た
は
法
的
事
情
の
根
本
的

変
更
に
さ
い
し
て
、
新
事
態
へ
の
適
合
を
困
難
に
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
契
約
上
の
結
び
つ
き
が
公
の
需
要
の

同

行
政
契

た
め
に
退
ぞ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
は
、
契
約
の
公
法
お
よ
び
公
行
政
の
関
連
へ
の
位
置
づ
け
に
適
合
す

る
。
契
約
か
ら
の
解
放
を
可
能
に
す
る
法
制
度
は
乙
・
同
・
印
・

2
・
で
あ
り
、
そ
れ
は
民
法
お
よ
び
国
際
法
に
お
い
て
は
つ
と
に
承
認
さ
れ

て
い
た
が

こ
こ
で
も
(
行
政
法
で
も
)
ま
た
作
用
す
る
。
そ
の
適
用
は
、
公
益
に
よ
っ
て
ど
う
し
て
も
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
も
、

~ 

IT 行ま
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説

た
許
さ
れ
る
σ

し
か
し
な
が
ら
、
利
益
・
不
利
益
の
後
発
的
変
更
だ
け
で
は
、
そ
の
た
め
に
十
分
で
は
な
い
。
だ
が
、
門
戸
出
戸
田
口
『
は
民
法

で
は
例
外
的
な
場
合
に
制
限
さ
れ
る
の
に
対
し
、
公
法
で
は
よ
り
拡
張
さ
れ
た
適
用
が
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
四
二
条
が
援

さノ、
riffll 

用
さ
れ
る
民
法
と
同
様
、
行
政
法
に
お
い
て
も
ま
た
、

n
-
2
2
F
は
法
益
衝
突
の
決
定
の
た
め
の
手
段
を
一
示
す
。
そ
の
さ
い
行
わ
れ
る
べ

き
考
量
の
た
め
に
は
、
契
約
の
拘
束
と
の
関
係
に
お
け
る
公
益
が
、

私
法
契
約
に
と
り
契
約
上
の
結
び
つ
き
の
解
消
に
つ
い
て
の
私
的
利

益
に
関
し
て
適
当
で
あ
る
よ
り
も
、
こ
こ
で
は
よ
り
以
上
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

以
上
に
よ
り
、
西
ド
イ
ツ
行
政
法
学
の
通
説
は
、
行
政
契
約
に
も
乙
-

H

・回・

2
・
の
適
用
を
認
め
て
い
る
こ
と
、

公
益
性
を
重
視
し
て
、
私
法
契
約
よ
り
も
容
易
に
認
め
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
も
行
政
契
約
の

判
例
行
政
契
約
に
乙
・
円
・
回
・

2
・
の
適
用
を
認
め
た
判
例
と
し
て
よ
く
引
用
さ
れ
る
の
は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
五
六
年
一
月
一
一
一

日
決
定

(
0
0〈

E
gゆ
色
。
)
お
よ
び
同
一
九
六
一
年
一

O
月
二
五
日
判
決
ハ
ロ
C
〈

E
S
W
ロ
〉
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
と
も
雑
誌

に
は
判
決
要
旨
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
く
に
前
者
は
、
「
乙
-
H
-

印・

2
・
は
公
法
契
約
に
お
い
て
も
ま
た
適
用
さ
れ
う
る
o
」

と
判
示
す
る
も
の
の
、
契
約
が
当
事
者
の
意
思
に
よ
れ
ば
変
更
し
え
な
い
場
合
や
、
当
事
者
の
態
様
か
ら
、
契
約
変
更
権
能
は
一
定
の
条

件
に
お
い
て
の
み
行
使
可
能
と
さ
れ
る
の
に
、
そ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
契
約
の
変
更
は
で
き
な
い
、
と
附
加
し
て
い
る

の
で
、
傍
諭
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

後
者
も
、
「
そ
の
成
立
に
と
っ
て
決
定
的
な
事
情
の
変
更
に
よ
る
契
約
廃
棄
の
法
制
度
(
己
・
『
・
出
・

2
・
〉
が
公
法
契
約
に
も
適
用
さ
れ
る

付
と
い
う
こ
と
は

判
例
お
よ
び
近
時
の
学
説
に
お
い
て
支
配
的
な
見
解
に
一
致
す
る
よ
と
判
示
す
る
、
が
、

一
九
二
八
年
に

本
件
で
は
、

市
当
局
と
建
築
用
地
所
有
者
と
の
聞
に
結
ぼ
れ
た
私
道
の
建
設
等
に
関
す
る
契
約
の
効
力
、
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
聞
の
建
築
法
規

の
変
更
と
都
市
建
設
に
つ
い
て
の
基
本
的
観
念
の
変
化
の
た
め
、

い
ず
れ
に
せ
よ
契
約
は
失
効
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
の
で
、

と
く
に

~t法27(3 ・ 4-98)456



ロ
-
・
円
・
印
・
印
?
を
適
用
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
事
件
の
よ
う
で
あ
る
。

。
こ
れ
に
対
し
、

以
下
の
二
件
は
、
公
式
判
例
集
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
注
目
に
値
す
る
。

ω
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
三
年
一
二
月
一
九
日
判
決
(
回
〈
2
4
0開
口
・

ω
ω
5

本
件
は
、
行
政
契
約
に
行
為
基
礎
論
を
適
用

し
た
判
決
で
あ
る
。
ま
だ
住
宅
関
係
に
公
法
的
規
制
の
存
し
た
一
九
五
五
年
、
原
告
は
、
財
政
援
助
な
し
に
住
居
お
よ
び
営
業
用
家
屋
一

棟
を
建
て
た
が
、
建
築
工
事
中
、
原
告
が
う
し
ろ
の
建
物
の
一
階
の
旧
築
住
宅
を
倉
庫
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
被
告
(
市
当
局
か
?
)

は
認
め
た
。
建
築
工
事
終
了
後
、
原
告
・
被
告
間
で
話
し
あ
い
を
し
た
結
果
、
周
年
一
二
月
三

O
目、

原
告
は
新
築
家
屋
の
二
階
の
住
宅

を
統
制
に
服
せ
し
め
る
代
わ
り
に
、
従
来
の
旧
築
住
宅
を
期
限
の
定
め
な
く
統
制
外
に
お
く
許
可
を
得
た
。
と
こ
ろ
が
、

連
邦
行
政
裁
判

所
一
九
五
六
年
一

O
月
二
四
日
の
判
決
(
∞
〈
2
唱
の
何
?

H

H

H

)

は、

か
か
る
新
築
住
宅
に
は
統
制
法
は
及
ば
ず
、

そ
れ
を
統
制
に
服
せ

し
め
よ
う
と
す
る
合
意
は
無
効
で
あ
る
、

と
判
示
し
た
。
こ
の
結
果
、
本
件
新
築
住
宅
を
統
制
に
服
さ
せ
よ
う
と
し
た
原
告
・
被
告
聞
の

合
意
も
無
効
で
あ
る
と
判
明
し
た
の
で
、
被
告
は
、

無
効
な
合
意
を
前
提
と
す
る
、
本
件
旧
築
住
宅
を
統
制
外
に
お
く
許
可
を
取
り
消
し

た
。
こ
れ
に
対
し
、
原
告
が
異
議
を
の
べ
た
の
が
本
件
訴
訟
で
あ
る
。
原
審
は
、
行
為
基
礎
の
喪
失
を
理
由
と
し
て
、

被
告
の
許
可
取
消

行政法における事情変更の原則

を
認
め
た
が
、
連
邦
行
政
裁
判
所
も
、
「
高
等
行
政
裁
判
所
が
、
行
為
基
礎
の
消
失
に
つ
い
て
の
民
法
の
原
則
は
、
民
法
の
み
な
ら
ず
、
行

政
法
を
も
支
配
す
る
信
義
則
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
原
則
を
準
用
し
た
の
は
、
正
当
で
あ
る
。
」
と
判
示
し
た
。

本
件
は
共
通
の
動
機
錯
誤
を
問
題
と
し
て
お
り
、

エ
ル
ト
マ
ン
の
行
為
基
礎
論
ま
た
は
ラ
l
レ
ン
ツ
の
主
観
的
行
為
基
礎
の
喪
失
の
場

口--吋・田・

2
・
の
適
用
の
余
地
は
な
い
。

ム
口
に
あ
た
る
。
し
か
も
、
行
為
基
礎
が
当
初
か
ら
存
在
し
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
の
で
、

内
ノ
白

連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
六
年
一
一
月
二
五
日
判
決
(
回
〈
2
君
。
何
回
・
巴

S
本
件
は
、
ラ
イ
ヒ
と
市
町
村
と
の
聞
の
駐
屯
契

に
己
・
円
・
凹
・
由
同
・

の
適
用
を
認
め
た
事
件
で
あ
る
。

一
九
三
五
年
、
原
告

(
L
市
)
は
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ヒ

ホヲ

(。白同・己目。ロ〈
21同門出血刷〉

国
庫
と
の
聞
で
駐
屯
契
約
を
結
び
、

ラ
イ
ヒ
は
原
告
よ
り
無
償
で
譲
渡
さ
れ
た
土
地
に
三
個
の
兵
舎
を
建
て
た
。
そ
の
他
、
原
告
は
、

契
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説

約
に
よ
り
、
水
、

ガ
ス
、
電
気
に
つ
い
て
特
別
料
金
で
供
給
し
、

ま
た
運
河
を
特
別
料
金
で
使
用
さ
せ
る
こ
と
を
認
め
た
む
戦
後
、

舎
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
寧
と
ア
メ
リ
カ
寧
が
駐
屯
し
、
第
三
兵
舎
は
病
院
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
原
告
は
一
九
五
七
年
末
に
連
邦
財
務
部

(切ロロ仏
2
4
m
円
HEm叩
ロ
回
目
丹
市
戸
巾
〉
に
対
し
、
二
つ
の
駐
屯
契
約
の
解
約
の
・
申
入
を
し
た
。
し
か
し
、

で
、
最
終
的
に
連
邦
共
和
国
を
相
手
に
訴
え
た
の
が
、
本
件
で
あ
る
。

百命

財
務
部
が
そ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
の

一
審
は
、
本
件
契
約
に
己
・
円
-
∞
・

2
・
の
適
用
を
認
め
、
原
告
を

勝
訴
さ
せ
た
。
二
審
も
そ
れ
を
支
持
し
、
公
法
に
お
い
て
も
門
戸
・
『
-
m
-

回
同
・
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
が
、
「
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
原
則
の
適
用
は
、
公
益
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
許
さ
れ
る
。
:
:
:
そ
の
さ
い
、
原
則
と
し
て
、
利
益
衝
突
の
解
決

の
た
め
に
、
私
法
の
原
則
の
場
合
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
り
も
、
よ
り
拡
張
さ
れ
た
適
用
可
能
性
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
る
己
と
附
加
し
た
。

上
告
審
も
「
連
邦
行
政
裁
判
所
の
確
定
し
た
判
例
に
よ
れ
ば
、
円

--H-
∞
-
伯
仲
・
は
公
法
契
約
に
も
適
用
さ
れ
ぬ
昨
そ
の
さ
い
、

ラ
イ
ヒ
通
常

裁
判
所
と
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
に
結
び
つ
く
。
そ
の
判
例
は
、
契
約
内
容
に
は
な
ら
な
い
が
、

し
か
し
単
な
る
動
機
に
と
ど
ま
る
こ

と
な
く
、
両
当
事
者
に
よ
っ
て
行
為
の
基
礎
と
さ
れ
た
基
本
的
な
事
情
が
本
質
的
に
変
更
す
る
場
合
に
、

る
よ
と
し
て
、
原
審
の
一
般
原
則
を
認
め
、
そ
の
原
則
の
具
体
的
適
用
に
つ
い
て
も
、
本
件
契
約
の
基
礎
は
、 行
為
基
礎
の
喪
失
を
認
め
て
い

ド
イ
ツ
国
防
軍
と
駐
屯
寧

の
存
続
で
あ
り
、

ラ
イ
ヒ
の
崩
壊
と
ド
イ
ツ
国
防
軍
の
消
滅
に
よ
り
本
件
契
約
の
基
礎
は
喪
失
し
、

ラ
イ
ヒ
が
契
約
上
の
義
務
を
履
行
す

る
こ
と
が
で
さ
な
い
以
上
、
戦
後
の
変
動
に
よ
り
負
担
が
著
し
く
増
大
し
た
原
告
が
、
そ
れ
を
守
る
こ
と
は
正
当
視
さ
れ
な
い
と
し
、

ら
に
本
件
で
は
、
利
益
考
量
を
し
て
も
、
変
更
さ
れ
た
事
態
へ
の
適
合
は
適
当
で
は
な
く
、
義
務
の
消
滅
の
み
が
考
え
ら
れ
る
と
し
た
。

な
お
公
益
性
に
関
し
て
は
、
そ
れ
に
よ
り
、
「
公
益
も
ま
た
侵
害
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
公
施
設
に
と
っ
て
必
要
な
費
用
は
、
そ
の
費
用
の

担
い
手
の
予
算
に
よ
っ
て
支
出
さ
れ
る
こ
と
が
公
益
に
適
す
る
。
」
と
判
示
し
て
い
る
。

本
件
は
、

n
-
-
H
・
凹
・
国
?
に
と
っ
て
典
型
的
な
ケ
l
ス
で
あ
る
。

一
審
以
来
そ
れ
を
認
め
た
の
も
当
然
で
あ
る
が
、
連
邦
行
政
裁
判
所

の
判
決
理
由
で
は
、

ロ
戸
・
同
・
凹
・
凹
?
と
行
為
基
礎
論
と
の
区
別
は
は
っ
き
り
せ
ず
、
む
し
ろ
行
為
基
礎
の
喪
失
の
概
念
で
説
明
さ
れ
て
い 兵
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る
。
な
お
二
審
で
は
、
公
益
性
が
強
調
さ
れ
、

る
と
さ
れ
、

に
つ
い
て
は
、
私
法
よ
り
も
公
法
に
お
い
て
拡
張
さ
れ
た
適
用
が
見
ら
れ

フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
の
影
響
が
看
取
さ
れ
る
。
連
邦
行
政
裁
判
所
も
公
益
性
を
重
視
す
る
が
、
本
件
で
は
、
契
約
解
消
を
認
め

n
-
-
H
-
m
・回同・

る
の
が
公
益
に
適
す
る
と
の
ベ
、
何
が
公
益
か
に
つ
い
て
問
題
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
、
個
々
の
判
例
に
つ
い
て
は
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
全
体
と
し
て
、
西
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
は
、

政
契
約
に
対
し
己
・
円
-
m
・
2
・
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
確
立
し
て
い
る
。

立
法

か
ね
て
よ
り
懸
案
で
あ
っ
た
行
政
手
続
法
(
〈
2
当
乙
吉
ロ
唱

Z
H
r
r
B
g
m
g
E
N〉
が
こ
の
ほ
ど
成
立
を
み
た
が
(
一

九
七
六
年
五
月
二
五
日
て
そ
こ
に
は
、
事
情
変
更
に
よ
る
行
政
契
約
の
適
合
と
解
約
告
知
に
つ
い
て
の
規
定
が
見
ら
れ
る
(
六

O
条
)
。
ぃ

西
ド
イ
ツ
で
は
、

ま
、
そ
の
規
定
を
一
九
七
三
年
草
案
(
五
六
条
)
に
よ
っ
て
示
す
と
、

五
六
条
(
特
別
の
場
合
に
お
け
る
適
合
と
解
約
告
知
)

つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

行政法における事情変更の原則

契
約
内
容
の
確
定
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
っ
た
事
情
が
、
契
約
の
締
結
以
来
本
質
的
に
変
更
し
、
こ
の
た
め
契
約
当
事
者
の
一
方

に
と
り
本
来
の
契
約
的
規
制
の
遵
守
が
正
当
視
さ
れ
な
い
と
き
は
、
そ
の
契
約
当
事
者
は
、
変
更
さ
れ
た
事
情
に
契
約
内
容
を
適
合
さ
せ

る
よ
う
請
求
す
る
か
、
ま
た
は
、
適
合
が
不
可
能
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
契
約
当
事
者
の
一
方
に
と
り
正
当
視
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、

約
の
解
約
告
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
官
庁
は
、
公
共
福
祉
に
対
す
る
重
大
な
損
害
を
防
ぎ
、
ま
た
は
除
去
す
る
た
め
に
も
、

解
約
告

知
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
〈

ω項
は
略
〉

こ
の
規
定
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
草
案
の
理
白
書
に
よ
る
と
、

原
則
、

か
か
る
法
的
観
念
は
、
「
公
法
に
お
い
て
も
支
配
す
る
己
・
H
-

印・

2
・
の

お
よ
び
民
法
に
お
い
て
発
展
し
た
行
為
基
礎
喪
失
と
い
う
法
制
度
の
な
か
に
具
現
し
た
も
の
」
に
適
応
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
説

明
に
よ
る
と
、
本
規
定
は
乙
・
円
・
回
・

2
・
を
具
現
し
た
も
の
か
、
行
為
基
礎
論
の
表
わ
れ
か
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
が
、

一
般
的
に

~ 

f丁契
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政
契
約
に
お
け
る
事
情
変
更
の
原
則
の
適
用
の
問
題
は
、

は
前
者
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
規
定
が
成
立
し
た
以
上
、

行
政
手
続
法
六

O
条
の
解
釈
の
問
題
と
な
り
、
少
な
く
と
も
形
式
上
は
新
た
な

今
後
の
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
行

説号fふ
民間

局
面
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

(
1
〉
以
下
は
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
l
の
前
掲
論
文
(
四
四
三
頁
注
5
参
照
)
に
よ
り
、
重
要
と
思
わ
れ
る
文
献
の
み
と
り
あ
げ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
に
と
り
最

も
重
要
と
思
わ
れ
る
斗
o
r
F
ロ
。
〈
n
Fロ
E
F
Z
E
:
-
2
2己
F
E
V
r
2
5
2と
さ
ロ
mmznyZFnyg
〈司件同前向
g
-
U
F回目・豆
E
n
y
g
-
U吋C
は、

参
照
し
え
な
か
っ
た
。

ハ
2
)

フ
ィ
ー
ト
ラ
l
は
、
ア
ベ
ル
ト
を
「
行
政
法
に
お
け
る
己
2
2
r
理
論
の
開
拓
者
の
一
人
」
と
位
置
づ
け
る
。
虫
色
-
F
F
P
C
-
ω
・
5
0
・

(
3
)

〉
湾
一
デ

O
R
S
Zと
宮
口
同
氏
巾
円
正
一
片
Z

〈巾ユ
E
m
u
-
U
N
0・∞
-M
一
寸
ロ
・
な
お
本
書
に
つ
い
て
は
、
回
中
二
郎
「
公
法
契
約
論
序
説
」
『
行
政
行
為

論
』
(
一
九
五
四
年
〉
二
八
二
頁
以
下
、
淡
川
典
子
「
公
法
契
約
論
序
説
」
名
大
法
政
論
集
四
七
号
一
七
頁
以
下
参
照
。
後
者
は
「
公
法
契
約
と
事
情
変

更
の
原
則
」
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
一
一
一
四
頁
以
下
参
照
。

(

4

)

〉

-
P
O
ω
M
M
0
・

(
5
〉
〉
-
m

。・ω
M
M
N

・

(
6
)

〉
-
F
0・
ω・
MMM
『・

(
7
)

〉

P

0
・
ω・
MM印・

(
8〉
第
一
次
大
戦
当
時

F
R
r
B
E
D
な
ど
に
よ
り
、
私
法
に
お
け
る
己
-
H
-
F
民
・
の
復
活
が
提
唱
さ
れ
て
い
、
た
。
勝
本
正
晃
「
民
、
法
に
於
け
る
事
情

変
更
の
原
則
』
(
一
九
二
六
年
)
七
一
一
一
一
頁
以
下
、
ラ
l
レ
ン
ツ
〈
神
田
・
吉
田
訳
)
『
行
為
基
礎
と
契
約
の
履
行
』
一
九
頁
以
下
参
照
。

(
9
U

五
十
嵐
・
前
掲
八
八
頁
以
下
参
照
。

(
叩
)
巧

-
V
]ご
ロ
尖
¥
〈
2
君
主

E
Z同
ωRnzwω
・
〉
ロ
『
一
-
一
回
ωア
ω
-
M
Z
・
な
お
、
イ
ェ
リ
ネ
グ
は
、
注
に
お
い
て
、
ア
ベ
ル
ト
の
前
掲
書
と
若
干
の
判
例

を
引
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

(日〉

H
g
r
a
g
-
U
R
S
Z
ω
-
E
D問
問

2
z
-
R
Z
〈
Z
E
m
-
-
u
g
-
ω
・
5
吋
戸
な
お
本
書
に
つ
い
て
は
、
山
田
幸
男
『
行
政
法
の
展
開
と
市
民
法
』
ハ
一

九
六
一
年
〉
一
二
三
二
頁
以
下
、
長
尾
久
衛
「
マ
ク
ス
・
イ
ン
ボ
l
デ
ン
公
法
契
約
の
類
型
」
名
城
法
学
一
六
巻
三
・
四
号
、
一
七
巻
一
・
二
号
(
一
九

六
七
年
)
参
照
。
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行政法における事情変更の原則

(ロ
)
ω
F
S
Cロ
p
r巳
切
さ
ロ
m
E件。
E
口
問
。
口
〈
句
毛
色
宮
口
問
m
Z口豆一戸口
7
2
ω
n
y己内田〈ぬ吋「
ω広三曲目
p
-
u白ア

ω・
一
吋
∞
コ
・

(
日
)
向
者
を
区
別
し
な
い
点
に
注
意
。

(川門〉

2
5
0
5・
ω
-
P
。
・
∞

.
5ム・

(
江
川
)
フ
ィ
ー
ド
ラ
!
は
、
本
書
を
「
法
原
則
の
根
本
的
な
新
構
成
で
は
な
い
」
と
評
し
て
い
る
D
E
a
-
R
F
P
C
-
ω
・
5ω
・

(
同
)
な
お
、
ジ
モ
ン
ス
の
指
導
教
授
は
、
代
表
的
行
政
法
学
者
の
一
人
で
あ
る
回
目
ω

』
・
当
c-R
で
あ
る
。

(
げ
)
同
リ
D
円山岳
O
R‘戸巾
7
F
5
7
仏
何
回
〈
2
4々
と
言
ロ
四
ω同巾円
Y
F
F
一
口
・
〉
丘
一
-
一
回
吋
ω
w
ω
-
M∞
M
『・

(
同
)
ブ
オ
ル
ス
ト
ホ
フ
は
、
こ
こ
で
反
対
説
と
し
て
、
の
3
F
国
2
1宮
o
r
z
g。
ι
2
5円
唱
え
宮
口
四
回
z
n
z
z
n
r
g
〈
m
ユg
m
F
T
ω

一句
0

・
印
を
あ
げ

て
い
る
。
司
o
g
F
c
F
ω
-
P
0・
ω
・
M
g
w
〉
ロ
ヨ
・
プ
ゲ
ヅ
ツ
に
よ
れ
ば
、
通
説
は
、

n--
門

的

-
m
?
の
適
用
を
認
め
る
学
説
、
が
行
政
行
為
の
原
則

的
撤
凶
可
能
性
の
原
理
の
承
認
さ
れ
て
い
た
時
代
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
見
す
ご
し
て
い
る
。
法
律
に
し
た
が
い
契
約
に
よ
り
市
民
に
給

付
を
保
証
し
た
行
政
庁
は
、
な
に
ゆ
え
こ
の
保
証
を
公
共
福
祉
の
必
要
を
顧
慮
し
て
補
償
も
な
し
に
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
理
解
で
き
な
い

と
さ
れ
る
。

(
悶
)
フ
オ
ル
ス
ト
ホ
フ
は
、
第
一

O
版
に
お
い
て
、
円

-
-
F
F
a
-
の
適
用
を
認
め
た
判
例
と
し
て
、
今
回
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
を
あ
げ
て
い

る。

m，
O
B
F
C『デ白・

ω・
0
・
ω
M∞
ω・
〉
ロ
ヨ
・

ω・

(
叩
)
本
件
に
つ
き
、
ボ
ッ
セ
は
、
公
法
に
お
い
て
は
当
事
者
の
過
っ
た
表
象
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
批
判
し
て
い
る

o
F
m
F
口
氏
自

g
H
e
s
Z
8
5
i

円
Z-F円}戸内叩〈
R2ω
一
宮
口
四
五
常
門
司
凶
回

ω一
回
国
自
丘
ロ
ロ
同
氏
2
5
E
R
E丘
Fnro円
〈
常
者
ω
-
Eロ向
u

一回吋
hpwω
・∞ム・

(
引
〉
切
〈
巾
コ
〈
の
何
日
印
・

ωοω
・
後
述
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
フ
オ
ル
ス
ト
ホ
フ
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。

(
辺
)
こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
判
例
は
、
前
掲
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
五
六
年
一
月
一
一
一
日
決
定
、
尚
一
九
六
一
年
一

O
月
二
五
日
判
決
の
ほ
か
、

。
〈
の
∞
k

ア

ω
三
で
あ
る
。
回
〈
2
君
。
開

N
印咽

ω
O
N
F

〉・

ω

0
・
8
A・

ζ
2
5
F
ロ
ωω

〈
22ω
一宮口問
ω〈伶『
p
r
E口
m
m
g
Z
N
仏
2
出

g
p
m
-
F
ω

一
回
吋
?
会
印
・

回、吋

l
P
5
5
吋¥
2

0

(

虫
色
一
戸

ω
・
m
・
o
-
ω
-
G∞
よ
り
引
用
〉

た
と
え
ば
、
宮
E
Rア
ω
・白・

0
・

(
川

ω
)

F
刊

日

)

(お〉
(
お
)

同)円
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説

町

む
す
び
に
か
え
て

論

行
政
法
に
お
け
る
事
情
変
更
の
原
則
の
適
用
に
関
し
、

そ
れ
と
行
為
基
礎
の

以
上
の
よ
う
な
学
説
・
判
例
・
立
法
の
動
向
を
ふ
ま
え
、

爽
失
に
関
す
る
私
法
理
論
を
対
比
し
つ
つ
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
七
三
年
一
月
三
一

O
日
判
決
の
問
題
点
を
再
考
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
む

す
び
に
か
え
た
い
。

事
情
変
更
の
原
則
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
七
三
年
判
決
の
理
由
中
に
は
、

政
法
に
も
適
用
さ
れ
る
と
あ
る
だ
け
で
、
と
く
に
行
政
契
約
に
限
る
と
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
本
判
決
を
ふ
く
め
、

円
-
・
円
・
町
田
仲
・
は
ド
イ
ツ
行

こ
れ
ま
で
発
表

さ
れ
た
判
例
は
、

い
ず
れ
も
何
等
か
の
意
味
の
行
政
契
約
を
問
題
と
し
て
お
り
、
学
説
も
ま
た
事
情
変
更
の
原
則
の
問
題
を
行
政
契
約
の

中
で
論
じ
て
い
る
(
例
外
、
ジ
モ
ン
ス
)
。
私
法
理
論
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
ま
た
比
較
法
的
に
み
て
も
、
今
後
も
行
政
法
に
お
け
る
事

情
変
更
の
原
則
は
行
政
契
約
に
限
る
と
す
る
こ
と
が
、
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
判
決
の
理
論
構
成
に
つ
い
て
。
前
述
の
よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
本
件
判
決
は
、
事
情
変
更
の
原
則
に
関
す
る
諸
理

論
の
う
ち
、
行
為
基
礎
論
と
己
・
H
-

印・

2
・
の
両
者
を
と
り
あ
げ
、
前
者
の
適
用
を
否
定
し
、
後
者
を
肯
定
し
た
。
内
容
的
に
も
両
者
は

区
別
さ
れ
、
こ
こ
で
い
う
行
為
基
礎
論
は
エ
ル
ト
マ
ン
の
理
論
ま
た
は
ラ
l
レ
ン
ツ
の
主
観
的
行
為
基
礎
論
に
相
当
す
る
。

こ
れ
に
対

し
、
本
判
決
の
い
う
門
戸
円
・
凹
・

2
・
は
ラ
l
レ
ン
ツ
の
客
観
的
行
為
基
礎
論
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
西
ド
イ
ツ
私
法
学
に
お
い
て

fi 

ラ
l
レ
ン
ツ
の
行
為
基
礎
論
は
一
応
定
着
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
に
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
区
別
を
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
本
判
決
の
問
題
点
の
一
つ
で
あ
る
が
、

行
政
法
上
の
従
来
の
学
説
・
判
例
と
の
関
連
で
い
え
ば
、

か
か
る
区
別

は
、
学
説
お
よ
び
従
来
の
行
政
裁
判
所
の
判
例
に
必
ず
し
も
対
応
し
て
い
な
い
。
従
来
の
学
説
・
判
例
は
も
っ
ぱ
ら
己
・
同
-
∞
・
田
?
を
問

題
と
し
て
お
り
、
行
為
基
礎
論
は
例
外
的
に
言
及
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
(
こ
の
点
、

連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
三
年
一
二
月
一
九
日
判
決
は
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例
外
て
そ
の
場
合
も
両
者
を
区
別
し
な
い
者
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
判
決
が
両
者
を
明
白
に
区
別
し
た
こ
と
は
、
学
界
に
波
紋
を
投

ハ
S
V

ず
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
民
法
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
第
二
次
大
戦
後
の
民
事
判
例
は
、
事
情
変
更
の
原
則
の
適
用
に
つ
い
て
必
ず

〈

4
)

だ
け
で
判
断
し
た
時
期
が
あ
っ
た
し
、
他
方
、
近
時
の
学
説
に
お
い
て

し
も
行
為
基
礎
論
に
と
ら
わ
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら

ラ

l
レ
ン
ツ
の
行
為
基
礎
論
に
対
す
る
批
判
も
強
く
、

5
2
B
E
E円

(者
-2ロ
『
円
〉
に
い
た
る
と
、
主
観
的
行
為
基
礎

と
客
観
的
行
為
基
礎
の
区
別
を
徹
底
さ
せ
、
後
者
を

n-
・
円
・
田
・
目
?
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。
ま
さ
に
本
判
決
の
と
る
立
場
で
あ

l:t 

と
く
に
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
l

る
。
し
た
が
っ
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
本
判
決
の
と
る
理
論
構
成
は
、
今
日
の
私
法
理
論
と
両
立
し
な
い
も
の
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に

こ
の
点
で
は
今
後
の
学
説
・
判
例
の
発
展
が
注
目
さ
れ
る
。

せ
よ
、

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
本
件
に
つ
き
乙
・
円
・
田
・
ぇ
・
を
適
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

ド
イ
ツ
行
政
法
の
従
来
の

学
説
・
判
例
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
私
法
の
世
界
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
己
-

H

・回・

2
・
は
一
八
世
紀
ま
で
は
全
盛
を
極
め
た
が
、

や
が
て
忘
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
第
一
次
大
戦
に
よ

行政法における事情変更の原則

-
九
世
紀
に
入
る
と
、
そ
れ
は
取
引
の
安
全
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
退
ぞ
け
ら
れ
、

り
、
事
情
変
更
の
原
則
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
ド
イ
ツ
で
は
(
他
の
国
も
同
様
〉

と
ら
ず
、
主
と
し
て
行
為
基
礎
論
の
発
展
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
し
て
き
た
(
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
l
説
は
、
あ
く
ま
で
も
例
外
〉
。
ど
う
し
て
行

ロ
--H-
印・

2
・
の
復
活
の
形
を

政
法
で
は
別
の
道
が
と
ら
れ
た
の
か
。
こ
の
点
は
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
ア
ベ
ル
ト
の
研
究
の
出
た
当
時
は
、
私
法

で
も
己
・
円
・
白
・
ぇ
・
の
復
活
の
き
ざ
し
が
あ
っ
た
し
、
そ
れ
以
後
、
行
政
法
上
で
は
そ
れ
ほ
ど
事
情
変
更
の
原
則
が
問
題
と
な
ら
な
か
っ

た
た
め
、
行
政
法
へ
の
行
為
基
礎
論
の
導
入
が
不
十
分
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、

事
情
変
更
の
原
則
と
し
て
の
行
為
基

礎
論
は
ド
イ
ツ
私
法
学
に
特
有
の
も
の
で
あ
り
、
比
較
法
的
に
は
む
し
ろ
乙
・
円
-
m
-

ぇ
・
の
万
が
一
般
性
を
も
っ
と
い
え
る
。
し
た
が
っ

て
、
行
政
法
で
乙
・
同
-
∞
・
間
同
・
が
今
日
ま
で
保
持
さ
れ
た
こ
と
は
、

か
え
っ
て
幸
運
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
(
実
際
は
そ
れ
に
徹
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
今
日
で
は
行
為
基
礎
論
も
導
入
さ
れ
、
両
者
の
関
係
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
た
こ
と
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
)
。
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説

い
ず
れ
に
せ
よ
理
論
構
成
上
の
問
題
で
あ
る
。
実
質
的
な
問
題
点
と
し
て
は
、

n-・
円

-
m

西
ド
イ
ツ
行
政
法
で
は
、

以
上
は
し
か
し
、

え
の
適
用
を
認
め
る
の
み
な
ら
ず
、
私
法
よ
り
も
「
拡
張
さ
れ
た
適
用
」
を
認
め
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

そ
し
て
、

そ
の
理
由
と
し

::/~ 
a問

フ
ラ
ン
ス
の
行
政
判
例
が
行
政
契
約
に
不
予
見
理
論
を
適
用
す
る
根

(
7
v
 

拠
と
し
て
公
役
務
の
継
続
性
の
確
保
と
い
う
公
益
的
理
由
を
あ
げ
て
い
る
の
と
、
一
脈
あ
い
通
ず
る
も
の
が
あ
る
o

行
政
法
に
お
い
て
公

し
か
し
、
何
が
公
益
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

て
、
公
法
に
お
け
る
公
益
性
の
尊
重
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、

益
性
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

西
ド
イ
ツ
で
も
は
っ
き
り
せ

ず
、
公
益
の
名
の
も
と
に
、
行
政
庁
に
よ
り
乙
・
同
・
団

-
R
が
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
な
し
と
し
な
い
。
こ
れ
で
は
、
国
民
の
利
益
が
無
視

《

8
)

さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
若
干
の
西
ド
イ
ツ
行
政
法
学
者
の
指
摘
す
る
点
で
も
あ
る
の
で
、
行
政
法
に
お
け
る
事
情
変
.
史

の
原
則
を
わ
が
国
に
導
入
す
る
場
合
に
は
、
慎
重
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。

四

効
果
の
点
に
つ
い
て
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
本
件
の
解
決
と
し
て
、
最
終
的
に
金
銭
に
よ
る
調
整
を
認
め
た
。

」
の
制
度
は
、

す
で
に
ア
ベ
ル
ト
の
提
案
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
学
説
・
判
例
に
は
十
分
な
展
開
は
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

」
の
占
山

は
、
本
判
決
の
特
徴
の
一
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
同
種
の
制
度
と
し
て
、

円。)

め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
か
か
る
制
度
を
、

で
あ
ろ
う
。

フ
ラ
ン
ス
の
行
政
判
例
の
下
で
も
「
不
予
見
補
償
」
が
認

行
政
契
約
に
事
情
変
更
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
場
合
の
特
色
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能

五

さ
い
ご
に
全
体
的
な
感
想
を
の
べ
る
な
ら
ば
、
行
政
法
に
お
け
る
事
情
変
更
の
原
則
の
適
用
の
問
題
に
つ
い
て
、

ド
イ
ツ
の
学
説

-
判
例
は
、
(
私
の
不
勉
強
を
別
と
す
れ
ば
〉
私
法
に
く
ら
べ
る
と
、
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
論
じ
足
り
な
く
、

た
だ
公
益
優
先
だ
け
が
先
行

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

西
ド
イ
ツ
の
理
論
の
軽
率
な
導
入
に

わ
が
国
で
今
後
こ
の
間
題
を
と
り
あ
げ
る
場
合
に
、

つ
い
て
は
、
十
分
な
注
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
強
調
し
た
い
。
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行政法における事情変更の原則

(
1
〉
市
，
H
E
F
T
ω
m・
o-
こ
の
点
を
力
説
し
て
い
る
。
と
く
に

ω回一
ω吋
ご
・
参
照
。
行
政
契
約
以
外
で
は
、
と
く
に
行
政
行
為
の
撤
回
に
つ
い
て
事
情

変
更
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
、
た
と
え
ば
、
遠
藤
博
也
『
行
政
行
為
の
無
効
と
取
消
」
(
一
九
六
八
年
)
一
八

O
頁
以
下
参

照
。
な
お
、
こ
の
問
題
の
解
明
の
た
め
に
は
、
行
政
契
約
そ
の
も
の
の
研
究
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
本
稿
の
果
し
う
る
こ
と
で
は
な
い
。
最
近

の
西
ト
イ
ツ
の
行
政
契
約
論
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
藤
原
淳
一
郎
「
ザ
ル
ツ
ヴ
ェ

l
デ
ル
の
公
法
契
約
論
」
法
学
研
究
四
八
巻
一
号
、
同
「
西
ド
イ
ツ

に
お
け
る
行
政
契
約
論
」

M
誌
四
八
巻
一
一
号
参
照
。
な
お
、
後
者
は
ボ
ッ
セ
の
著
書
(
前
掲
四
六
一
頁
注
(
却
)
参
照
)
の
紹
介
で
あ
る
。

ハ

2
〉
も
っ
と
も
、
最
新
の
教
科
書
で
あ
る
尽
正
】
話
ロ
ロ
冨
R
Z
D
m
(
F
E
m
-
γ

匡一向。
B
。
5
2
ぐ
司
君
主
宮
口
町
司
常

Z-
一回
3
・
ω
同
一
∞
は
、
二
応
両
者

を
区
別
し
て
い
る
。

(
3
)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
虫
色
-2・
ω
-
F
0・
ω・
5
A
R
が
論
じ
て
い
る
。

(
4〉
五
十
嵐
・
前
掲
一
二
二
頁
以
下
参
照
。

(
5
)

巧
Z
R
r
F
P
E
3
ω
n
y
与
-
Z
R
H
E
Z
E
雪
〈
Z

E四
ω宮崎
Z
2
5
ι
n
E
E
C
-
:
§
5
2
m
g口同
M
E
m
-
F
a
R
E
M
F
F
5
5
5
P
E
S
-

五
十
嵐
・
前
褐
二
二
六
頁
以
下
参
照
(
な
お
、
一
三
八
頁
注
〈
2
)
の
刊
行
年
は
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
)
。

(
6
)

五
十
嵐
・
前
掲
一
四

O
頁
以
下
。
な
お
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、
五
十
嵐
「
錯
誤
、
行
為
基
礎
の
喪
失
、
事
情
変
更
の
原
則
」
奥
田
ほ
か
編
『
民
松

学
1

L

(

一
九
七
六
年
)
所
収
'
参
照
。

(

7

)

五
十
嵐
「
契
約
と
事
情
変
更
』
四
七
頁
参
照
。

(
8
)
虫
色
]
F
ω
ω
C
ω
-
一
ム
プ
の
2
F
F
P
0・
ω・
切
(
前
掲
四
六
二
具
注
(
問
)
参
照
γ
な
お
今
村
先
生
の
御
見
解
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く

公
益
の
名
の
ド
に
円
?
?
ω

・
問
?
の
行
使
を
容
易
に
認
め
る
こ
と
に
は
反
対
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
9
)

五
十
川
胤
・
前
掲
四
六
頁
参
照
。

(
叩
)
も
っ
と
も
、
ト
イ
ツ
民
事
判
例
は
、
一
九
二
六
年
以
来
、
行
為
基
礎
論
の
下
で
調
整
請
求
権
を
認
め
て
い
る
。
五
十
嵐
・
前
崎
九
六
頁
以
下
参
照

(
な
お
、
川
所
で
は
「
分
担
請
求
権
」
と
訳
し
て
あ
る
)
。
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